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広島女学院大学大学院学則 

1995. 4. 1 制 定 2009．4．1 改 正 

1997. 4. 1 改 正 2010．3.26  〃 

1999. 4. 1  〃  2013．3.22  〃 

2000. 4. 1  〃  2015．3.27    〃 

2001．4. 1   〃  2017. 9.19  〃 

2003．4. 1  〃  2018. 2.20  〃 

2005. 4. 1    〃  2019. 6.28    〃 

2007．4. 1  〃    2024. 1.26    〃 

2008．4. 1    〃    2024. 2.16    〃 

 

            第１章  総 則  

 

第１条 本大学院は、キリスト教主義に基づく学部の教育の上に専門の学術の理論及び応用を教授し、

その深奥を究めて、文化の進展に寄与することを目的とする。 

２ 各研究科の教育研究の目的は、次のとおりとする。 

 (1) 言語文化研究科においては、言語と文化に関する専門的な学術研究を通して、自己のライフキ

ャリアの確立をめざすとともに、多様な価値観や生き方を発見し、他者と共生あるいは協働する

ことにより地域社会および国際社会に貢献できる高度な専門的職業人や研究者を養成する。 

 (2) 人間生活学研究科においては、高齢化・情報化・国際化・価値観の多様化などにより表象され

る現代社会での諸問題に実践的に対応できる高度な専門的職業人や研究者の養成をめざすととも

に、ライフキャリアの確立を促し、人間生活学分野における社会人再教育や生涯学習の機会を提

供し、地域社会および国際社会に貢献でき、他者との共生を実現できる人格を陶冶する。 

第２条 本大学院は、広島女学院大学大学院と称する。 

第３条 本大学院は、広島市東区牛田東四丁目１３番１号に設置する。 

第４条 本大学院に修士課程を置く。 

 

第２章 標準修業年限及び課程の目的 

 

第５条 修士課程の標準修業年限は２年とする。 

 ２ 修士課程の在学期間は４年を超えることはできない。 

第６条 修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専

門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。 

 

第３章 学年・学期及び休業日 

 

第７条 前期入学生の学年は４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。後期入学生の学年は、９月

21日に始まり、翌年９月20日に終わる。 

第８条 学年はこれを次の２学期に分ける。 

 前期 ４月１日から９月20日に至る。授業は17週（102日）とする。 

 後期 ９月21日から翌年３月31日に至る。授業は19週（114日）とする。 

第９条 休業日を次のように定める。 



 ‐202‐ 

 (1) 日曜日 

 (2) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号)に規定する休日 

 (3) 学院の創立記念日（10月１日） 

 (4) 春季休業（３月16日から３月31日まで） 

 (5) 夏季休業（８月６日から９月20日まで） 

 (6) 冬季休業（12月25日から１月７日まで） 

第４章  研 究 科 

 

第10条 本大学院に次の研究科、専攻及び課程を置く。 

研 究 科 専    攻 課    程 

言語文化研究科 
日本言語文化専攻 修 士 課 程 

英米言語文化専攻 修 士 課 程 

人間生活学研究科 
生活文化学専攻 修 士 課 程 

生 活 科 学 専 攻 修 士 課 程 

 

第５章  収 容 定 員 

 

第11条 研究科各専攻の入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。 

専    攻 
修 士 課 程 

入学定員 収容定員 

日本言語文化専攻   ６名   １２名 

英米言語文化専攻 ６名   １２名 

計 １２名   ２４名 

生活文化学専攻 ６名   １２名 

生 活 科 学 専 攻 ６名   １２名 

計 １２名   ２４名 

 

第６章  教 育 課 程 

 

第12条 大学院の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導（以下「研 

 究指導」という。）によって行うものとする。 

２ 研究科各専攻の授業科目及びその単位数は、別表に定めるところによる。 

第13条 メディアを利用して行う授業は、あらかじめ指定した日時にパソコンその他双方向の通信手段によって行う。 

２ 前項の授業を実施する授業科目については、別に定める。 

 

第７章  課 程 の 修 了 要 件 等 

 

第14条 本大学院において、所定の授業科目を履修した者に対しては、学年末に試験を行い、これに
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合格した者に所定の単位を与える。 

第15条 修士課程の修了の要件は、大学院に２年(２年以外の標準修業年限を定める研究科、専攻又

は学生の履修上の区分にあっては、当該標準年限)以上在学し、30 単位以上を修得し、かつ、必要

な研究指導を受けた上、当該修士課程の目的に応じ、当該大学院の行う修士論文又は特定の課題に

ついて研究の成果の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業

績を上げた者については、大学院に１年以上在学すれば足りるものとする。 

 

第８章  教 職 課 程 

 

第16条 本大学院において教育職員免許状（中学校専修及び高等学校専修）を取得しようとする者は、

研究科授業科目の中から教育職員免許法及び同法施行規則に定める単位を修得しなければならない。

ただし、各々に該当する一種普通免許状の取得資格を有する者に限る。 

第17条 本大学院において取得できる教育職員免許状の種類は、次のとおりとする。         

研究科名 専 攻 名 免許教科の種類 

言語文化研究科 

日本言語文化専攻 
中 学 校 専 修（国語） 

高等学校専修（国語） 

英米言語文化専攻 
中 学 校 専 修（英語） 

高等学校専修（英語） 

人間生活学研究科 

生活文化学専攻 
中 学 校 専 修（家庭） 

高等学校専修（家庭） 

生 活 科 学 専 攻 
中 学 校 専 修（家庭） 

高等学校専修（家庭） 

 

            第９章 学       位 

 

第18条 本大学院の課程を修了した者に対し、修士の学位を授与する。 

２ 学位及びその授与に関する規程は、別にこれを定める。 

 

第10章 入学・退学・編入学・再入学・休学・転学・復学・留学及び除籍 

 

第19条 入学は前期又は後期の始めとする。 

第20条 本大学院修士課程に入学できる者は、次の各号の一つに該当する者とする。 

 (1) 大学を卒業した者 

 (2) 外国において、学校教育における１６年の課程を修了した者又はこれに準ずる者 

 (3) 文部科学大臣の指定した者 

 (4) その他本大学院において、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者 

第21条 入学志願者は､入学願書及び別に指定する書類に所定の入学検定料(30,000円)を添えて、本

大学院に提出しなければならない。 
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第22条 入学志願者に対しては、入学試験を行う。 

２ 入学試験に関する細則は、別にこれを定める。 

第23条 入学を許された者は、指定の期日までに所定の納入金を納めると共に、誓約書等所定の書類

を提出しなければならない。 

第24条 保証人となる者は、親権者、又は親権者のない者はこれに代わる親族その他の者とする。 

第25条 退学を希望する場合は、その理由を記して保証人と連署のうえ、願書を学長宛に提出しなけ

ればならない。 

第26条 本大学院に編入学又は再入学を希望する者に対しては、別の規程により研究科委員会の議を

経て、これを許可することがある。 

第27条 病気その他止むを得ない理由によって引き続き３ヵ月以上修学を中止しよう 

 とするときは、保証人と連署のうえ、休学を願い出ることができる。 

２ 休学の期間は原則として１年以内とし、その期間は第５条の在学期間に算入しない。 

３ 休学の期間は通算して第５条の標準修業年限を超えることができない。 

４ 休学の期間は授業料を免除するが、在籍料(１学期につき年間授業料の10％)を納入しなければな

らない。 

第28条 他の大学院に転学を希望する場合は、第24条と同様退学願を学長宛に提出しなければなら

ない。 

第29条 休学した者が復学を、退学した者が再入学を希望する場合は保証人と連署のうえ、所定の願

書をもって学長に願い出なければならない。ただし、懲戒により退学を命じられた者及び転学のた

め退学した者は再入学できない。 

第30条 大学院学生が外国の大学院若しくはこれに相当する教育研究機関等で授業科目の履修を希

望する場合は、審査の上、本人の教育上有益であると認めたときに限り、これを許可することがで

きる。 

２ 前項の制度を留学という。 

３ 留学期間は、１年間を超えない範囲で第５条の標準修業年限に算入することができる。 

４ 大学院学生が留学中に修得した単位は、10単位を超えない範囲で研究科委員会の議を経て、本大

学院における修得単位として認定することができる。 

５ 留学に関する規程は、別にこれを定める。 

第31条 次の各号に該当する者はこれを除籍する。除籍された者は再入学できない。 

 (1) 在学期間を満了して修了できない者 

 (2) 納入金の納入を怠り、督促を受けても納入しない者 

 

第11章  納 入 金 

 

第32条 大学院学生は次の納入金を別に定める方法によって納入しなければならない。 

 (1) 入学金       ２５０，０００円 

 (2) 授業料    年額 ３００，０００円 

 (3) 施設維持資金 年額 ２６０，０００円 

２ 既納の納入金はいかなる理由があっても返却しない。 

 

第12章  賞 罰 



 ‐205‐ 

 

第33条 学力、人物共に優秀で、他の模範となる学生があるとき、学長はこれを表彰することがある。 

第34条 本学の諸規則に違反し、又は学生の本分に反する行為をした者は、その軽重に従って学長は

これを懲戒する。 

第35条 懲戒の種類は、戒告、停学、退学とする。 

第36条 前条の退学は次の各号の一つに該当する者に対して行う。 

 (1) 性行不良で、改善の見込みのない者 

 (2) 学力劣等で、成業の見込みのない者 

 (3) 正当の理由がなく、出席常でない者 

 (4) 学内の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者 

 

第13章  教 職 員 組 織 

 

第37条 本大学院における授業及び研究指導を担当する教員は、大学院設置基準に規定する資格に該

当する本学の教員とする。ただし、必要とする場合は兼任講師を置くものとする。 

第38条 研究科に研究科長を置く。 

第39条 研究科に研究科委員会を置き、授業を担当する専任教員をもってこれを構成し、委員長は研

究科長がこれにあたる。 

第40条 研究科委員会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うにあたり意見を述べるものとす

る。 

 (1) 大学院担当教員の教育研究業績の審査に関する事項 

 (2) 学生の入学に関する事項 

 (3) 学生の課程の修了、学位審査及び授与に関する事項 

 (4) 前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、研究科委員会の意見を聴くこと

が必要であると学長が別に定めるもの 

 (5)前号の学長が別に定める事項については「学部教授会の審議事項に関する規程（学長裁定）」に

準ずる。 

２ 前項に規定するもののほか、学長及び研究科長がつかさどる教育研究に関する事項について審議

し、意見を述べることができる。 

第41条 大学院に関する事務は、大学の事務組織がこれにあたる。 

 

第14章  研 究 指 導 施 設 

 

第42条 本大学院に大学院学生のための研究室を置く。 

２ 大学の図書館及び総合研究所は、大学院学生も使用することができる。 

 

第15章  厚 生 保 健 施 設 

 

第43条 大学の健康管理室、学生食堂、運動施設その他の厚生保健施設は、大学院学生も使用するこ

とができる。 
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第16章  奨 学 金 

 

第44条 本大学院に在学する大学院学生は、本学の奨学金を受けることができる。 

２ 奨学金に関する規程は別にこれを定める。 

 

第17章 研究生、特別研究生、聴講生、科目等履修生 

 

第45条 本大学院において、学術の研究、授業科目の聴講又は科目等履修を希望する者に対しては研

究科委員会の議を経て、学長がこれを許可することがある。 

２ 研究生、特別研究生、聴講生、科目等履修生に関する規程は別に定める。 

 

第18章  外 国 人 留 学 生 

 

第46条 本学則第20条第２号の入学資格を有する外国人で本大学院に入学を志望する者は、選考の

うえ、外国人留学生として入学を許可することがある。 

２ 外国人留学生に関する規程は別にこれを定める。 

 

第19章  自 己 点 検 ・ 評 価 

 

第47条 本大学院は、教育研究水準の向上を図り、立学の目的及び社会的使命を達成するため、自ら

教育研究活動等の状況について点検及び評価を行う。 

２ 前項の点検及び評価を行うための項目及び実施体制については別に定める。 

 

第20章  昼 夜 開 講 制 

 

第48条 本大学院は、昼夜開講制を実施する。 

 

   附   則  

    本学則は1995年４月１日から施行する。 

    本学則は1997年４月１日から施行する。 

    本学則は1999年４月１日から施行する。 

    本学則は2000年４月１日から施行する。 

    本学則は2001年４月１日から施行する。(第19条、第21条、第22条、第45 

    条及び別表改正) 

    本学則は2003年４月１日から施行する。（第24条及び別表改正） 

    本学則は2005年４月１日から施行する。（別表改正） 

    本学則は2007年4月1日から施行する。(第1条、第15条及び別表改正) 

    本学則は2008年4月1日から施行する。(第9条、第10条改正) 

    本学則は2009年4月1日から施行する。（別表改正） 

    本学則は2010年4月1日から施行する。（第10条改正） 

    本学則は2012年4月1日から施行する。（第9条、第10条および別表改正） 
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  附 則     

  本学則は2013年4月1日から施行する。ただし別表の改正中「前期」「後期」を「春学期」

「秋学期」に改める部分は2012年4月1日から施行する。(第9条、第10条及び別表改正)   
  附 則 

  本学則は2015年4月1日から施行する。（第42条及び第47条の改正） 

  附 則 

    本学則は2018年4月1日から施行する。（別表改正） 

  附 則 

    本学則は2018年4月1日から施行する。 

  ２ 言語文化研究科博士後期課程は、改正後の第10条の規定にかかわらず、2018年3月31日に

同課程に在学する学生が在学しなくなる日までの間存続するものとし、 

    同課程の学生に係る教育課程、履修方法、修了、学位等については、なお、従前の例による。         

  附 則  

本学則は2019年6月28日から施行する。（第1条の改正） 

  附 則  

本学則は2024年4月1日から施行する。（第7条、第14条、第18条及び別表改正）   

   附  則 

本学則は2024年４月１日から施行する。ただし、2023年4月1日から遡及適用する。（第13条追加） 
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［別  表］ 

言語文化研究科 

 日本言語文化専攻修士課程 

区  分 授業科目 
必 修 

単位数 

選 択 

単位数 

最低修得 

単 位 数 
備   考 

専門科目 

日本古代文学研究Ａ 

日本古代文学研究Ｂ 

日本中世文学研究Ａ 

日本中世文学研究Ｂ 

日本近世文学研究Ａ 

日本近世文学研究Ｂ 

 ２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

 Ａは前期開講 

Ｂは後期開講 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

演習２科目 

４単位必修 

 

日本近代文学研究Ａ 

日本近代文学研究Ｂ 

日本現代文学研究Ａ 

日本現代文学研究Ｂ 

 ２ 

２ 

２ 

２ 

 

日本古代・中世語研究Ａ 

日本古代・中世語研究Ｂ 

日本近世・近代語研究Ａ 

日本近世・近代語研究Ｂ 

  ２ 

 ２ 

 ２ 

 ２ 

 

日本語教育研究Ａ 

日本語教育研究Ｂ 

  ２ 

 ２ 

 

国語教育研究Ａ 

国語教育研究Ｂ 

  ２ 

 ２ 

 

日本言語文化演習Ａａ～ 

日本言語文化演習Ｂａ～ 

  ２ 

 ２ 

 

中国文学研究Ａ 

中国文学研究Ｂ 

日本文学文献研究Ａ 

日本文学文献研究Ｂ 

日本語学文献研究Ａ 

日本語学文献研究Ｂ 

  ２ 

 ２ 

 ２ 

 ２ 

 ２ 

 ２ 

 

合   計  ５２   

＊ 計３２単位以上修得し、かつ修士論文審査及び最終試験に合格すること。 

＊ 他専攻・他研究科(人間生活学研究科)・単位互換の科目から８単位を限度として修了要件単位に

加えることができる。ただし、演習科目及び人間生活学研究科の特別研究は履修できない。 
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英米言語文化専攻修士課程 

区  分 授業科目 
必 修 
単位数 

選 択 
単位数 

最低修得 
単 位 数 

備   考 

専門科目 

ｲｷﾞﾘｽ文学研究ⅠＡ 
ｲｷﾞﾘｽ文学研究ⅠＢ 
ｲｷﾞﾘｽ文学研究ⅡＡ 
ｲｷﾞﾘｽ文学研究ⅡＢ 
ｲｷﾞﾘｽ文学文献研究Ａ 
ｲｷﾞﾘｽ文学文献研究Ｂ 

   ２ 
  ２ 
  ２ 
  ２ 
  ２ 
  ２ 

 Ａは前期開講 
Ｂは後期開講 
 
 
文献研究４単位選
択必修 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
演習２科目 
４単位必修 

 
 

ｱﾒﾘｶ文学研究ⅠＡ 
ｱﾒﾘｶ文学研究ⅠＢ 
ｱﾒﾘｶ文学研究ⅡＡ 
ｱﾒﾘｶ文学研究ⅡＢ 
ｱﾒﾘｶ文学文献研究Ａ 
ｱﾒﾘｶ文学文献研究Ｂ 

   ２ 
  ２ 
  ２ 
  ２ 
  ２ 
  ２ 

 

英語学研究ⅠＡ 
英語学研究ⅠＢ 
英語学研究ⅡＡ 
英語学研究ⅡＢ 
英語学文献研究Ａ 
英語学文献研究Ｂ 

   ２ 
  ２ 
  ２ 
  ２ 
  ２ 
  ２ 

 

英語教育研究ⅠＡ 
英語教育研究ⅠＢ 
英語教育研究ⅡＡ 
英語教育研究ⅡＢ 
英語教育文献研究Ａ 
英語教育文献研究Ｂ 

   ２ 
  ２ 
  ２ 
  ２ 
  ２ 
  ２ 

 

英米言語文化演習Ａ a～ 
英 米 言 語 文 化 演 習 Ｂ a～ 

   ２ 
  ２ 

 

比較文学研究Ａ 
比較文学研究Ｂ 
比較文化研究Ａ 
比較文化研究Ｂ 
比較言語研究Ａ 
比較言語研究Ｂ 

   ２ 
  ２ 
  ２ 
  ２ 
  ２ 
  ２ 

 

合   計  ６４   

＊ 計32単位以上修得し、かつ修士論文審査及び最終試験に合格すること 
＊ 他専攻・他研究科(人間生活学研究科)・単位互換の科目から８単位を限度として修了要件単位に

加えることができる。ただし、演習科目及び人間生活学研究科の特別研究は履修できない。 
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  人間生活学研究科 
   生活文化学専攻修士課程                                    Ａは前期開講  Ｂは後期開講 

区  分 授業科目 
必 修 
単位数 

選 択 
単位数 

最低修得 
単 位 数 

備   考 

専   門 
基礎科目 

〔人間科学〕 
人間科学ⅠA(ｷﾘｽﾄ教的人間論Ⅰ) 

人間科学ⅠB(ｷﾘｽﾄ教的人間論Ⅱ) 
人間科学ⅡA(人間発達Ⅰ) 
人間科学ⅡB(人間発達Ⅱ) 

人間科学ⅢA(人間関係Ⅰ) 
人間科学ⅢB(人間関係Ⅱ) 
人間科学ⅣA(生涯学習Ⅰ) 

人間科学ⅣB(生涯学習Ⅱ) 

  
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 

  
２科目４単位
以上選択必修 
 

小   計  １６  

専門科目 

〔生活経営論〕 
生活経営特論ⅠA(生活経営) 
生活経営特論ⅠB(生活経営) 

生活経営特論ⅡA(生活経済) 
生活経営特論ⅡB(生活経済) 
生活経営特論ⅢA(生活法律) 

生活経営特論ⅢB(生活法律) 
生活経営持論ⅣA(生活情報) 
生活経営持論ⅣB(生活情報) 

生活経営論演習A 
生活経営論演習B 
〔生活文化論〕 
生活文化特論ⅠA(日本生活文化) 
生活文化特論ⅠB(日本生活文化) 
生活文化特論ⅡA(ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ生活文化) 

生活文化特論ⅡB(ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ生活文化) 
生活文化特論ⅢA(欧米生活文化) 
生活文化特論ⅢB(欧米生活文化) 

生活文化特論ⅣA(国際交流) 
生活文化特論ⅣB(国際交流) 
生活文化特論ⅤA(国際関係) 

生活文化特論ⅤB(国際関係) 
生活文化論演習A 
生活文化論演習B 

〔生活造形論〕 
生活造形特論ⅠA(生活造形) 
生活造形特論ⅠB(生活造形) 

生活造形特論ⅡA(生活芸術) 
生活造形特論ⅡB(生活芸術) 
生活造形特論ⅢA(住生活) 

生活造形特論ⅢB(住生活) 
生活造形特論ⅣA(室内設計) 
生活造形特論ⅣB(室内設計) 

生活造形特論ⅤA(衣生活) 
生活造形特論ⅤB(衣生活) 
生活造形特論ⅥA(服飾) 

生活造形特論ⅥB(服飾) 
生活造形特論ⅦA(服飾材料) 
生活造形特論ⅦB(服飾材料) 

生活造形論演習ⅠA(住生活関連) 
生活造形論演習ⅠB(住生活関連) 
生活造形論演習ⅡA(衣生活関連) 

生活造形論演習ⅡB(衣生活関連) 
生活造形特別演習 A(住居・建築設計) 
生活造形特別演習 B(住居・建築設計) 

  
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
１ 
１ 
 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
１ 
１ 
 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
１ 
１ 
１ 
１ 
１ 
１ 

  
1）特別研究 (6
単位)､ 特別演
習以外の演習
科目 (2 単位)
を含み 16 単位
以上取得 
 
2）1科目4単位
に限り、生活科
学専攻の専門
科目を履修し
て、取得した単
位を修了要件
単位に加える
ことができる。
( ただし､演習
科目は除く。) 
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〔特別研究〕 
生活文化学特別研究Ⅰ 
生活文化学特別研究ⅡＡ 

生活文化学特別研究ⅡＢ 
生活文化学特別研究ⅢＡ(修士設計) 
生活文化学特別研究ⅢＢ(修士設計) 

 
２ 

 

 
 

２ 
２ 
２ 
２ 

  
 
ⅡⅢいずれか 
選択必修 

 ２ ８２   

専   門 
関連科目 

〔基礎生活科学〕 
基礎生活科学ⅠＡ(言語情報Ⅰ) 
基礎生活科学ⅠＢ(言語情報Ⅱ) 
基礎生活科学ⅡＡ(情報教育) 

基礎生活科学ⅡＢ(データ解析) 
基礎生活科学ⅢＡ(コミュニケーションⅠ) 
基礎生活科学ⅢＢ(コミュニケーションⅡ) 

基礎生活科学ⅣＡ(国際コミュニケーションⅠ) 
基礎生活科学ⅣＢ(国際コミュニケーションⅡ) 

  
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 

  

小   計  １６   
合   計 ２ １１４   

 ※ 30単位以上取得し、かつ修士論文(又は修士設計)を提出し審査及び最終試験に合格すること。 
 ※ 言語文化研究科及び単位互換科目から８単位を限度として終了要件単位として加えることがで

きる。（ただし、演習科目は除く） 
 
 1級建築士の実務経験認定科目（修了要件科目からは除外） 

インター
ンシップ
関連 

建築インターンシップＡ 
建築インターンシップＢ 
建築設計演習ⅠＡ 
建築設計演習ⅠＢ 

 ４ 
４ 
４ 
４ 
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生活科学専攻修士課程                     Ａは前期開講 Ｂは後期開講 

区  分 授業科目 
必 修 
単位数 

選 択 
単位数 

最低修得 
単 位 数 

備   考 

専   門 
基礎科目 

〔人間科学〕 
人間科学ⅠA(ｷﾘｽﾄ教的人間論Ⅰ) 
人間科学ⅠB(ｷﾘｽﾄ教的人間論Ⅱ) 

人間科学ⅡA(人間発達Ⅰ) 
人間科学ⅡB(人間発達Ⅱ) 
人間科学ⅢA(人間関係Ⅰ) 

人間科学ⅢB(人間関係Ⅱ) 
人間科学ⅣA(生涯学習Ⅰ) 
人間科学ⅣB(生涯学習Ⅱ) 

  
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 

  
２科目４単位 
以上選択必修 
 
 
 

小   計  １６   

専門科目 

〔健康形成論〕 
健康形成特論ⅠＡ(栄養生化学) 
健康形成特論ⅠＢ(栄養生化学) 
健康形成特論ⅡＡ(食品学) 
健康形成特論ⅡＢ(食品学) 
健康形成特論ⅢＡ(調理科学) 
健康形成特論ⅢＢ(調理科学) 
健康形成論演習Ａ 
健康形成論演習Ｂ 
〔健康管理論〕 
健康管理特論ⅠＡ(環境保健学) 
健康管理特論ⅠＢ(環境保健学) 
健康管理特論ⅡＡ(人体生理学) 
健康管理特論ⅡＢ(人体生理学) 
健康管理特論ⅢＡ(特殊栄養学) 
健康管理特論ⅢＢ(特殊栄養学) 
健康管理論演習Ａ 
健康管理論演習Ｂ 
〔生活環境論〕 
生活環境特論ⅠＡ(住環境設計) 
生活環境特論ⅠＢ(住環境設計) 
生活環境特論ⅡＡ(住環境論) 
生活環境特論ⅡＢ(住環境論) 
生活環境特論ⅢＡ(食品環境) 
生活環境特論ⅢＢ(食品環境) 
生活環境特論ⅣＡ(衣服環境) 
生活環境特論ⅣＢ(衣服環境) 
生活環境特論ⅤＡ(染色加工) 
生活環境特論ⅤＢ(染色加工) 
生活環境論演習Ａ 
生活環境論演習Ｂ 
生活環境特別演習Ａ(住居・建築設計)  
生活環境特別演習Ｂ(住居・建築設計) 
〔地域環境論〕 
地域環境特論ⅠＡ(環境生物) 
地域環境特論ⅠＢ(環境生物) 
地域環境特論ⅡＡ(環境生態) 
地域環境特論ⅡＢ(環境生態) 
地域環境特論ⅢＡ(環境計測) 
地域環境特論ⅢＢ(環境計測) 
地域環境論演習Ａ 
地域環境論演習Ｂ 

  
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
１ 
１ 
 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
１ 
１ 
 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
１ 
１ 
１ 
１ 
 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
１ 
１ 

 1) 特別研究 (6
単位)､ 演習
科目 (2 単
位)を含み
16 単位以上
取得 

2) 1科目4単位
に限り、生活
文化学専攻
の専門科目
を履修して、
取得した単
位を修了要
件単位に加
えることが
できる。( た
だし､演習科
目は除く。) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔特別研究〕 
生活科学特別研究Ⅰ 
生活科学特別研究ⅡＡ 

生活科学特別研究ⅡＢ 
生活科学特別研究ⅢＡ(修士設計) 
生活科学特別研究ⅢＢ(修士設計) 

 
２ 
 

 
 
２ 
２ 
２ 
２ 

  
ⅡⅢいずれか 
選択必修 
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小   計 ２ ７４   

専   門 
関連科目 

〔基礎生活科学〕 
基礎生活科学ⅠＡ(言語情報Ⅰ) 

基礎生活科学ⅠＢ(言語情報Ⅱ) 
基礎生活科学ⅡＡ(情報教育) 
基礎生活科学ⅡＢ(データ解析) 

基礎生活科学ⅢＡ(コミュニケーションⅠ) 
基礎生活科学ⅢＢ(コミュニケーションⅡ) 
基礎生活科学ⅣＡ(国際コミュニケーションⅠ) 

基礎生活科学ⅣＢ(国際コミュニケーションⅡ) 

  
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 

  

小   計  １６   
合   計 ２ 1０６   

 ※ 30単位以上取得し、かつ修士論文(又は修士設計)を提出し審査及び最終試験に合格すること。 
 ※ 言語文化研究科及び単位互換科目から８単位を限度として終了要件単位として加えることがで

きる。（ただし、演習科目は除く） 
 
１級建築士の実務経験認定科目(修了要件科目からは除外) 

インターン
シップ関連 

建築インターンシップＡ 
建築インターンシップＢ 
建築設計演習ⅠＡ 
建築設計演習ⅠＢ 

 ４ 
４ 
４ 
４ 

  

 


